
中山間地域等直接支払制度について 

１ 中山間地域の現状                                                      

 中山間地域は、耕作不利な条件から、平地と比べ、農業生産性が低く、農業所得・農外所得ともに低い状態にあります。

 農村地域は全国平均よりも高齢化が進んでおり、特に中山間地域は高齢化が進行しています。

 このため、担い手の減少や荒廃農地の増加などによって、多面的機能が低下し、国民全体にとって大きな損失が生じることが懸念されます。

２ 中山間地域等直接支払制度とは                                                

 中山間地域等直接支払制度は、国民の理解のもと、傾斜などの農業生産条件が不利な地域において、５年以上農業を続けることを約束した農

業者の方々に対して、交付金を交付する制度です。

 ◆ 中山間地域の農業生産活動が、多くの国民の生命と財産、豊かな暮らしを守っていることの重要性をかんがみ、創設された制度。 

 ◆ 中山間地域での農業生産活動の継続   国民に利益を供与

 交付の対象となり得る農用地
 農用地区域内かつ地域計画区域内で農地が傾斜しているなど生産条件が不利であり、１ヘクタール以上の一団の農用地。

【農地の定義】耕作（地に労費を加え、肥培管理を行って作物を栽培）の目的に供される土地。

● 農用地で耕作せず「維持・管理」でも交付金の対象となる 
本制度の目的は、耕作放棄を防止し、多面的機能を確保することであるので、協定農用地に係る対象行為としては、必ずしも作付けを行わな

くとも、作付けが可能な状態に適正に維持・管理することでも差し支えない。 
  この「維持・管理」とは、農用地を耕作する意思を持ち、かつ地力の維持・向上のための取組を行うことにより作物の作付けが可能な状態に
保つことを意味する。 
地力の維持・向上のための取組とは、具体的には、耕起、緑肥作物の栽培、堆肥の散布が該当し、草刈りだけを行う農用地は「維持管理農

用地」には当たりません。 
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【農用地の地目の定義】 

● たん水機能を有しているか否かの判定 

  畦畔の有無による。ただし、転作作物が作付けされている場合であって、大型機械の進入、排水性の確保等営農上の都合によりやむを得ず

畦畔を除去している田については、一般的に農家が所有する機械で復旧可能なものに限り、たん水機能を有しているものとみなす。

● かんがい機能を有しているか否かの判定 

用水路の有無、揚水施設（ポンプ等）の有無による。

 対象者

  耕作放棄防止のための活動や、農道・水路の管理方法を定めた協定を締結し、５年間以上継続して農業生産活動等に取り組む農業者等。

 【農業生産活動として取り組むべき事項】 

項目 具体的な取り決め内容 

農用地に関す

る事項 

・ 耕作放棄の発生防止活動（適正な農業生産活動を通じた耕作放棄の防止、高齢農家・離農者の農用地の賃貸借設定、法面保護・改修）等

※ 水路・農道等の管理方法で定める水路・農道等が多面的機能支払の活動計画に定める施設と同一である場合は、協定書に明示し、

２項目以上選択 

水路・農道等

の管理活動 

・ 水路清掃、草刈り、農道の簡易補修等 

※ 多面的機能支払と並行して取り組む場合は、協定書に明示 

多面的機能を

増進する活動 

（１つ以上選

択） 

① 国土保全機能を高める取組（農用地の周辺林地の管理等） 

② 保健休養機能を高める取組（景観作物の作付け等） 

③ 自然生態系の保全に資する取組（ビオトープの確保等） 

※ 多面的機能支払及び環境保全型農業直接支払の活動との重複は不可 

  地 目 定 義 

農

地

農

用

地

田 
・たん水するための畦畔及びかんがい機能（用水路、揚水施設（ポンプ等））を有する農地 
・永年性作物（果樹、タラの芽、茶樹等）を栽培している場合を除く 

畑 
・田以外の農地で、草地を除き、樹園地を含む 
・永年性作物を栽培している田 

草地 ・牧草の栽培を専門とする畑で、播種後経過年数（概ね７年未満）と牧草の生産力から判断して、農地とみなし得る程度のもの

採草放牧地 ・農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの 
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３ 交付金の使途について                                                    

  交付金の使途について、以下のことを必ず遵守してください。遵守されていない場合、国、県の検査のうえ、交付金の返還となる場合があり

ますのでご留意願います。 

 毎年度、交付金の使途内容を証明できる領収書の写しを提出すること。 

 集落協定の共有資産ではなく、個人資産の取得には活用しないこと。 

 集落内の親睦会などの集まりでの飲食代には活用しないこと。 

    ※ 集落協定の総会などの、協定活動のために必要な集まり（例：お昼を跨いでの会議、夜の夕食時の会議）の場合は、飲食代が限 

定的に認められますが、どのような場合でもアルコール類に関する支出には活用しないこと。 

 集落内の旅行（日帰り温泉含む）には活用しないこと。 

   ※ 先進地視察などの研修旅行に係るバス代、宿泊代（日帰り不可な日程である場合）は認められます。 

 加算取組をする場合、取組目的の達成に関係ない支出には活用しないこと。 

    ※ 例）作業効率化のための農業機械を加算取組費で購入する計画であったのにも関わらず、協定員の個人配分に活用する。 
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５期対策から６期対策からの変更点について（新旧対象表） 

第５期対策 第６期対策 

① 交付対象農用地 

  農用地区域内にある農地が、傾斜しているなど生産条件が 

 不利であり、１ヘクタール以上の一団の農用地。 

② 交付単価 

地目 区 分 交付単価（円/10ａ）

田 急傾斜（1/20～） 21,000 

緩傾斜（1/100～） 8,000 

畑 急傾斜（15°～） 11,500 

緩傾斜（８°～） 3,500 

草地 急傾斜（15°～） 10,500 

緩傾斜（８°～） 3,000 

採草放

牧地 

急傾斜（15°～） 1,000 

緩傾斜（８°～） 300 

※ 上記の単価は体制整備単価であり、体制整備のために集落

戦略を作成しなければならない。作成しない場合は、上記の

単価の８割の交付となる。なお、体制整備単価で交付を受け

ていたにも関わらず、対策期間中に集落戦略を作成しない場

合は、遡って交付金の返還となる。 

① 交付対象農用地 

  農用地区域内かつ地域計画区域内にある農地が、傾斜して 

 いるなど生産条件が不利であり、１ヘクタール以上の一団の 

 農用地。 

② 交付単価 

地目 区 分 交付単価（円/10ａ）

田 急傾斜（1/20～） 21,000 

緩傾斜（1/100～） 8,000 

畑 急傾斜（15°～） 11,500 

緩傾斜（８°～） 3,500 

草地 急傾斜（15°～） 10,500 

緩傾斜（８°～） 3,000 

採草放

牧地 

急傾斜（15°～） 1,000 

緩傾斜（８°～） 300 

※ 上記の単価は体制整備単価であり、体制整備のためにネッ

トワーク化活動計画を作成しなければならない。作成しない

場合は、上記の単価の８割の交付となる。なお、体制整備単

価で交付を受けていたにも関わらず、対策期間中にネットワ

ーク化活動計画を作成しない場合は、遡って交付金の返還と

なる。 
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第５期対策 第６期対策 

③ 加算取組 

加算項目 上限単価 上限 

棚田地域振興活動加算 
超急傾斜 14,000 円／10ａ 

  急傾斜 10,000 円／10ａ 
なし 

超急傾斜農地保全管理加算 6,000 円／10ａ なし 

集落協定広域化加算 3,000 円／10ａ 200 万円

集落機能強化加算 3,000 円／10ａ 200 万円

生産性向上加算 3,000 円／10ａ 200 万円 

※ 加算取組を複数適用する場合、２つ目以降の上限単価は、 

▲1,000 円／10ａとする。 

④ （新設） 

③ 加算取組 

加算項目 上限単価 上限 

棚田地域振興活動加算 
超急傾斜 14,000 円／10ａ 

  急傾斜 10,000 円／10ａ 
なし 

超急傾斜農地保全管理加算 6,000 円／10ａ なし 

ネットワーク化加算 

協定面積 ～５ha 10,000 円／10ａ 

協定面積５～10ha  4,000 円／10ａ 

協定面積 10～40ha  1,000 円／10ａ 

※ 40ha 以上部分は交付単価なし 

100 万円

スマート農業加算 5,000 円／10ａ 200 万円

※ 加算取組を複数適用する場合であっても、上限単価の減少 

はない。 

④ みどりチェックの取組 

  農林水産省の全ての補助金事業等に対して、環境負荷低減

の取組の実践が義務化される。 

  【取組例】 

  ・ 肥料の適切な使用管理（使用状況の記録、保存） 

  ・ 農薬の適切な使用管理（使用状況の記録、保存） 

  ・ 共有農機具の適切な使用管理（使用状況の記録、保存）

 令和７年８月末までの認定申請時に取り組む内容を記載

して提出する。 

 毎年、実施状況を報告する。 

5



6

ネットワーク化活動計画について
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8

新設された加算取組について
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令和７年度のスケジュールについて 

対策期間初年度（令和７年度）の協定認定の流れ 

R7.9末 R7.3末 R7.8末 R8.3末 

地域計画の策定期限 

中山間地域等直接支払交付金は農

用地区域内かつ地域計画区域内の

農用地が交付対象となります。 

一関市では原則、農用地区域内農

地は地域計画区域に入ることとし

ているため、第５期対策まで協定

農用地となっていた農用地はこの

条件は満たしています 

。 

※ 傾斜の再測定、地目の変更等

により、交付対象外となる、ま

たは、交付単価に変更が生じる

場合があります。 

認定申請提出期限 

例年の申請期限（変更含む）は、

６月末ですが、令和７年度は対策

期間初年度のため、例外的に申請

期限が８月末まで延長となりま

す。

市の認定期限 

申請された協定農用地が要件を

満たしているかを確認し、認定し

ます。 

要件を満たしていない申請農用

地が含まれている場合は、随時申

請内容を修正いただくことにな

りますので、ご協力願います。 

R7年度実績報告 

●農用地区域外かつ地域計画区域外で、傾斜および面積要件を満たしている農用地を協定農用地に含み

たい場合 

  ・ 農用地区域、地域計画への編入を行ってからでなければ、協定農用地に含むことはできません。 

  ・ 編入申出は例年６月に行っておりますので、それより前の段階でご相談願います。 
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